
 

 
 
 

 新
あたら

しい一年
いちねん

がスタートしました。今年
こ と し

は，どんな一年
いちねん

にしたいですか？ 

 いつも笑顔
え が お

で頑張
が ん ば

るためには，心
こころ

も体
からだ

も健康
けんこう

であることが一番
いちばん

大切
たいせつ

です。今年
こ と し

も「早寝
は や ね

・早
はや

起
お

き・朝
あさ

ごはん」

を意識
い し き

して，規則正
きそくただ

しい生活
せいかつ

を送
おく

りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

マスク 
正しく 
使っていますか？ 

  

令和２年１月 16 日 

せらにし小学校 
 

・ 口
くち

と鼻
はな

がしっかりおおわれていますか？ 

・ マスクの大
おお

きさは，あっていますか？ 

★ 使
つか

い捨
す

てマスクは毎日
まいにち

新
あたら

しいものに交換
こうかん

しましょう。 

★ マスクの予備
よ び

をランドセルに準備
じゅんび

しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（※ 発症後４日目以降に解熱した場合は，出席停止の期間が延期されていきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席停止となる感染症にかかり，完治した後，再び登校するときには， 

治癒証明書の提出が必要です。必ず登校初日に提出してください。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席停止期間は次のようになっています。 

  

 
→ 発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで 

（※ ただし，病状により医師において感染のおそれがないと認めたときには，この限りではありません。） 

～ 学校保健安全法施行規則第１９条 ２０１２年４月１日改正 ～ 

 

 

  

例えば，発症後２日目に解熱した場合 

  発症 

発症日 

発熱 

発症後１日目 

解熱 

発症後２日目 

  

発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 発症後６日目 

解熱後 
１日目 

解熱後 
２日目 

発症後５日目 

登校不可 
登校可能 
幼児は＋１日 

 

例えば，発症後４日目に解熱した場合 

 発症 

発症日 

発熱 

発症後１日目 

発熱 

 

発症後２日目 

  

発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 発症後６日目 

発熱 

 

解熱 
解熱後 
１日目 

 

登校可能 
幼児は＋１日 

 

解熱後 
２日目 

 

発症後７日目 

治癒証明書の提出と注意事項 
 

インフルエンザと診断されたら，早めに学校にご連絡ください。学校にご連絡いただく際に， 

 
 

                               等を教えていただけると助かります。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

・診断結果（インフルエンザの型） 

・受診した病院の名前 

・発症日 

・症状（発熱の有無，せき，のどの痛み，頭痛，関節痛など） 

＜町内の病院を受診した場合＞ 

（町内）「学校感染症等治癒証明兼イン

フルエンザ様疾患受診証明書」をお医者さ

んに証明してもらい，学校に提出してくだ

さい。なお，用紙は学校にもあります。 

※ この証明書は世羅町独自の様式で

す。町内の医療機関での証明は無料で

す。 

 

＜町外の病院を受診した場合＞ 

町外の病院の場合は，治癒証明書の作成が有料になるこ 

とがあります。そこで，町外で受診された場合は，（町外）

「学校感染症等治癒報告書」に保護者が記入され治癒の診

断を受けた時（初診時以降受診の必要がない場合には，初診時）の

領収書のコピーを添付して提出してください。用紙は，

学校にあります。 

※ 病院独自の様式で，無料で作成していただいた場合は，そちらでも構いません。 

インフルエンザと診断されたら… 
 

12月 19日に，広島県内に「インフルエンザ警報」が発令されました。 

本校では，１月 16日現在，インフルエンザで出席停止の児童が２名出ています。 


